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◎新潟県教育委員会訓令第７号 

教育庁本庁 

出 先 機 関 

教 育 機 関 

新潟県立文書館文書等利用閲覧規程（平成９年新潟県教育長訓令第２号）の一部を次のように改正し、令和３

年４月１日から実施する。 

令和３年４月１日 

新潟県教育委員会 

   教育長  稲 荷  善 之 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

改 正 後 改 正 前 

別記第４号様式（第４条関係） 

 複写承認申請書 

 （略） 

    申請者 氏名 

 （略） 

別記第４号様式（第４条関係） 

 複写承認申請書 

 （略） 

    申請者 氏名           ㊞ 

 （略） 

 

別記第５号様式（第６条関係） 

 被写物出版・掲載等許可申請書 

 （略） 

    申請者 氏名 

 （略） 

別記第５号様式（第６条関係） 

 被写物出版・掲載等許可申請書 

 （略） 

    申請者 氏名           ㊞ 

 （略） 

 

別記第６号様式（第８条関係） 

 文書等貸出申請書 

 １ 申請の内容 

     

（略）    

 代表者   

    

 

 （略） 

 

別記第６号様式（第８条関係） 

 文書等貸出申請書 

 １ 申請の内容 

     

（略）    

 代表者 ㊞  

    

 

 （略） 

 

 

 


